
◎港湾法等の一部を改正する法律 
（平成一五年五月一六日法律第四一号）   

一、提案理由（平成一五年四月二日・衆議院国土交通委員会） 

○扇国務大臣 ただいま議題となりました港湾法等の一部を改正する法律案及び空港整

備法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして、御説明を申し上げます。 

 まず、港湾法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 

 近年、我が国の港湾においては、近隣諸国との国際競争を強く意識しながら、既存の

港湾施設の高度利用を図りつつ、その機能を高めていくことが求められております。中

でも、入港届等の港湾関係諸手続の迅速化及び臨海部の低未利用地における港湾空間の

再構築が必要とされております。 

 このような趣旨から、このたびの法律案を提案することとした次第です。 

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、国土交通大臣は、港湾管理者が受理する入港届等を迅速かつ的確に処理する

ため、電子情報処理組織を設置し、及び管理することができることとし、その電子情報

処理組織を使用する港湾管理者は、使用料を負担しなければならないこととしておりま

す。 

 第二に、民間都市再生事業計画の認定を受けた事業者が行う公共施設の整備について、

その対象施設に港湾施設を加えることとしております。 

……………（略）…………… 

 以上が、港湾法等の一部を改正する法律案及び空港整備法の一部を改正する法律案を

提案する理由であります。 

 これらの法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議のほどをよろしくお願い申し

上げます。 

 ありがとう存じました。 

二、衆議院国土交通委員長報告（平成一五年四月八日） 

○河合正智君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、国土交通委員会にお

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、港湾法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 

 本案は、既存の港湾施設の高度利用を図るため、電子情報処理組織の使用により入港

届等の手続を迅速かつ的確に処理することができるようにするとともに、民間事業者に

よる港湾施設の整備の促進により臨海部における土地利用の転換を進めるため、所要の

措置を講じようとするものであります。 

 その主な内容は、 

 第一に、国土交通大臣は、港湾管理者が受理する入港届等を迅速かつ的確に処理させ

るため、電子情報処理組織を設置し、管理することができることとし、その電子情報処

理組織を使用する港湾管理者は、使用料を負担しなければならないこと、 



 第二に、民間都市再生事業計画の認定を受けた事業者が行う公共施設の整備について、

その対象施設に港湾施設を加えること 

等であります。 

……………（略）…………… 

 両案は、去る二月二十八日本委員会に付託され、四月二日扇国土交通大臣からそれぞ

れ提案理由の説明を聴取し、本日質疑を行い、質疑終了後、両案について討論を行い、

採決いたしました結果、両案はいずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきもの

と議決した次第であります。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院国土交通委員長報告（平成一五年五月九日） 

○藤井俊男君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、国土交通委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 まず、港湾法等の一部を改正する法律案は、既存の港湾施設の高度利用を図るため、

電子情報処理組織の使用により、入港届等の手続を迅速かつ的確に処理することができ

るようにするとともに、民間事業者による港湾施設の整備の促進により臨海部における

円滑かつ着実な土地利用の転換を進める等の措置を講じようとするものであります。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、二法律案を一括して議題とし、輸出入・港湾関連手続におけ

る電子システムの導入による利用者利便の向上と手続の簡素化、今後の港湾活性化と国

際競争力の向上、地方空港の活性化と羽田空港の再拡張、最近における航空事業分野の

経営環境の変化と航空行政の対応、航空機の運航の安全確保対策その他について質疑が

行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して大沢委員より二法律

案にそれぞれ反対する旨の意見が述べられました。 

 次いで、順次採決の結果、二法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきも

のと決定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 


